
      
新様式（大・小ホール使用の場合 記載例） 

 

 

 

 

酒田市民会館使用許可申請書 
 令和 ５ 年  ９月 ２１日 

酒田市長    宛 

   住 所  酒田市本町２丁目２－１     

申請者      団体名  株式会社希望ホール        

    代表者名 酒田 太郎              

連絡先 電話番号 ２６－５４５０           

次のとおり使用したいので申請します。（使用申請する項目に☑を記載） 

使用日時 令和 ５ 年 １０ 月 ３１ 日（火曜日） １２時００分  ～ ２０時００分  □土曜または休日 

催事名 

(使用目的) 

講演会・パネルディスカッション                □物品販売あり（営利目的）  
□準備、練習、撤去のみでの使用 

 館内案内表示・ホームページ掲載   ☑可   □不可  
案内表示名   【☑同上  □その他（                                  ） 】  

使用責任者（担当者） 
事業所名   株式会社希望ホール        所属部署    総務課               

役職          氏名   八幡 次郎    連絡先(直通または携帯)   ２６－５４５０                  

使
用
区
分 

☑大ホール □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 ☑9:00～22:00 
  楽屋使用 ☑楽屋 1 ☑楽屋 2 ☑楽屋 3 ☑楽屋 4 □楽屋 5 □楽屋 6 □楽屋 7 
  使用時間 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 ☑9:00～22:00 

☑小ホール □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 ☑9:00～22:00 
☑練習室 1 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 ☑9:00～22:00 
☑練習室 2 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 ☑9:00～22:00 
☑練習室 3 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 ☑9:00～22:00 
□会議室 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
□託児室 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 

使用料の後納申請 
☑後納申請する（☑附属設備使用料  ☑楽屋使用料   □その他（            ）） 

（理由：                                                   ） 

使用設備 

□長机（    台） □イス（    脚） □マイク（    個）  □ピアノ（□スタインウェイ □ヤマハ） 
☑舞台  ☑音響  ☑照明  □プロジェクター  □スクリーン 
□その他（                                                             ）  
※演出に係る音響操作や照明操作は申請者様で手配をお願いします 

入場予定人数 1回  ５００ 人（延べ      人） 

備 考  

◆大ホール・小ホール使用内容（大ホールと小ホールを同時使用で開催内容が異なる場合は別紙にて提出願います） 

準備開始 １２：００ 練習・リハーサル １２：００ ～ １４：００ 撤去完了 ２０：００ 

開場 
①１４：００ 

開演 
①１５：００ 終演 

(予定) 

①１８：００ 駐車場整理  ☑あり     □なし 
（※誘導員は申請者様で手配をお願いします） ②   ：    ②   ：    ②   ：    

チケット販売 ☑あり（販売場所                                        ）   □なし 

入場料・チケット料(1名最大) □無料～500円 ☑ 501円～1,000円 □ 1,001円～3,000円 □ 3,001円～5,000円 □ 5,001円以上 

大型車両 □あり（    トン車    台） ☑なし  消防届出 □あり（                   ） ☑なし  

事前打合せ（※使用日の 30日前までに実施） 令和 ５ 年 １０ 月 １ 日（日） １６時００分 ～ 
※酒田市民会館使用許可申請書は使用期日 3日前まで（大ホール、小ホールは 40日前まで）提出願います。 
 
 
 
 
 

大・小ホールは 
使用日の 
４０日前まで提出 

希望ホールでは 
「午前」「午後」「夜間」「全日」の 
区分で貸館を行っているため、 
例のように１２時から２０時まで 
ご利用の場合は「全日」の使用区分 
となります。 
仮に、１３時からご利用の場合は 
「午後」「夜間」の使用区分となります。 

使用日の 
３０日前までに実施 

原則 後納できるのは 
附属設備及び楽屋使用料のみ 



       
新様式（練習室・会議室使用の場合 記載例） 

 

 

 

 

酒田市民会館使用許可申請書 
 令和 ５ 年 １０月 ２８日 

酒田市長    宛 

   住 所  酒田市本町２丁目２－１     

申請者      団体名  株式会社希望ホール        

    代表者名 酒田 太郎              

連絡先 電話番号 ２６－５４５０           

次のとおり使用したいので申請します。（使用申請する項目に☑を記載） 

使用日時 令和 ５ 年 １０ 月 ３１ 日（火曜日） １２時００分  ～ １５時００分  □土曜または休日 

催事名 

(使用目的) 

会議                             □物品販売あり（営利目的）  
□準備、練習、撤去のみでの使用 

 館内案内表示・ホームページ掲載   □可   ☑不可  
案内表示名   【□同上  □その他（                                  ） 】  

使用責任者（担当者） 
事業所名   株式会社希望ホール        所属部署    総務課               

役職          氏名   八幡 次郎    連絡先(直通または携帯)   ２６－５４５０                  

使
用
区
分 

□大ホール □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
  楽屋使用 □楽屋 1 □楽屋 2 □楽屋 3 □楽屋 4 □楽屋 5 □楽屋 6 □楽屋 7 
  使用時間 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 

□小ホール □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
□練習室 1 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
□練習室 2 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
□練習室 3 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
☑会議室 ☑9:00～12:00 ☑13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 
□託児室 □9:00～12:00 □13:00～17:00 □18:00～22:00 □9:00～22:00 

使用料の後納申請 
□後納申請する（□附属設備使用料  □楽屋使用料   □その他（            ）） 

（理由：                                                   ） 

使用設備 

□長机（    台） □イス（    脚） □マイク（    個）  □ピアノ（□スタインウェイ □ヤマハ） 
□舞台  □音響  □照明  □プロジェクター  □スクリーン 
□その他（                                                             ）  
※演出に係る音響操作や照明操作は申請者様で手配をお願いします 

入場予定人数 1回  ６ 人（延べ      人） 

備 考  

◆大ホール・小ホール使用内容（大ホールと小ホールを同時使用で開催内容が異なる場合は別紙にて提出願います） 

準備開始 ： 練習・リハーサル ：   ～   ： 撤去完了 ： 

開場 
①   ： 

開演 
①   ： 終演 

(予定) 

①   ： 駐車場整理  □あり     □なし 
（※誘導員は申請者様で手配をお願いします） ②   ：    ②   ：    ②   ：    

チケット販売 □あり（販売場所                                        ）   □なし 

入場料・チケット料(1名最大) □無料～500円 □ 501円～1,000円 □ 1,001円～3,000円 □ 3,001円～5,000円 □ 5,001円以上 

大型車両 □あり（    トン車    台） □なし  消防届出 □あり（                   ） □なし  

事前打合せ（※使用日の 30日前までに実施） 令和   年   月   日（ ）   時   分 ～ 
※酒田市民会館使用許可申請書は使用期日 3日前まで（大ホール、小ホールは 40日前まで）提出願います。 
  

練習室・会議室は 
使用日の 
3 日前まで提出 

希望ホールでは 
「午前」「午後」「夜間」「全日」 
の区分で貸館を行っているため、 
例のように１２時から１５時まで 
ご利用の場合は「午前」「午後」の 
使用区分となります。 
仮に、１３時からご利用の場合は 
「午後」の使用区分となります。 

原則 後納できるのは 
附属設備及び楽屋使用料のみ 


